
夫 妻

①
総所得額
（所得証明書または、市・県民税特別徴収税額決定通
知書の「総所得金額」）

② 児童手当法施行令第３条第２項１の控除額 80,000円 80,000円

③ 雑損控除額

④ 医療費控除額

⑤ 小規模企業共済等掛金控除額

⑥ 一般障害者控除額　（該当者数×270,000円）

⑦ 特別障害者控除額　（該当者数×400,000円）

⑧
寡婦（夫）控除額
（270,000円、ひとり親控除の場合350,000）

⑨ 勤労学生控除額　（270,000円）

⑩
所得税法第２８条第１項に規定する給与所得及び
第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得
を有する場合(100,000円）

⑪ 控除額合計　　（②～⑩の合計）

⑫ 夫婦それぞれの所得額　　（①－⑪）
⑬ ⑭

⑮
⑬と⑭の合計額
（730万円未満であれば助成対象）

　
（注２）　⑫上記算出方法により、所得がマイナスになる場合は0円になります。

所得算定表

所得の範囲・計算方法は児童手当法施行令第2条及び第3条を準用することとされています。

⑬+⑭

（注１）　①総所得額について：
　　　　　所得証明書（自治体によって標記が異なります）の「総所得金額」、市・県民税特別徴収税額決定通知書の
　　　　　「総所得金額①」の額です。


